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次世代自動車技術実証推進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、令和６年３月２７日に締結した「スマートモビリティ社会システム実証プロジェクト推

進に関する協定書」（以下「協定書」という。）に基づくスマートモビリティ社会システム実証プロジ

ェクト（以下「本プロジェクト」という。）の円滑及び効果的な推進のため、気仙沼市、七ヶ浜町、利

府町、女川町及び南三陸町が実施する本プロジェクトに基づく実証事業に要する経費に対し、予算の

範囲内において次世代自動車技術実証推進補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、そ

の交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、気仙沼市、七ヶ浜町、利

府町、女川町及び南三陸町が協定書第２条に基づき実施する事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、規則第４条の規定による補助金等の交付決定の前に実施された事業につ

いては、補助対象事業としない。 

 

（補助対象経費及び補助金額） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の合計額に、別表の補助率を乗じて得た額（別表の上限額を限度とす

る。）以下とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業に要する経費として他の補助金又は助成金（以下「他の助

成金等」という。）の交付を受けている場合（予定又は見込みを含む。）の補助金の額は、補助対象経

費から他の助成金等（補助対象経費に該当する経費に対する額に限る。）を差し引いた額に、別表の補

助率を乗じて得た額（別表の上限額を限度とする。）以下とする。ただし、千円未満の端数がある場合

は、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書は、様式第１号によるものとし、その提出期

限は知事が別に定める。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりと

する。 

（１）実施計画書 総括表・個別表（様式第２号及び第３号） 

（２）収支予算書（様式第４号） 

（３）補助対象事業に要する経費の根拠が分かる書類（設計書、見積書等の写し） 

（４）その他知事が必要と認める書類 

３ 補助対象事業が県の会計年度をまたがって実施される場合は、規則第３条第１項の規定による補助

金の交付の申請は、会計年度ごとに行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更をする場合（補助金額の増額を伴う場合に限る。）においては、あらかじ

め、計画変更承認申請書（様式第５号）により知事の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、事業中止（廃止）承認申請書

（様式第６号）により知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困

難となったときは、速やかに、事業遅延等報告書（様式第７号）により知事に報告してその指示

を受けること。 

 

（状況報告） 

第６条 知事は、必要があると認める場合は、規則第１０条の規定により補助事業等の遂行の状況に関

して報告を求めるものとする。 
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２ 前項の場合において、補助事業者は、速やかに、補助事業の遂行状況を知事に報告しなければなら

ない。 

 

（実績報告） 

第７条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書は、様式第８号によるものとし、補助事

業が完了したとき又は第５条第２号の規定による廃止の承認を受けたときは、その日から１月を経過

した日又は翌年度４月２０日のいずれか早い日までに、知事に提出しなければならない。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとお

りとする。 

（１）事業報告書 総括表・個別表（様式第２号及び第３号） 

（２）収支決算書（様式第４号） 

（３）補助対象事業に要した経費の支払を証する書類（契約書、領収書等の写し） 

（４）その他知事が必要と認める書類 

３ 県は、第１項の実績報告を受けた場合には、その書類の内容を審査し、必要があるときは、補助事

業者に対し報告を求め、又は必要に応じて現地調査を行い、補助事業が適正に行われたかどうかを調

査することができるものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 補助金は、規則第１３条の規定による補助金等の額の確定後に交付するものとする。 

 

（財産の管理等） 

第９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目

的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

 （処分の制限を受ける財産及び期間） 

第１０条 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得財産等の価格

が５０万円以上のものとする。 

２ 規則第２１条ただし書の規定により前項の財産が処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間（同令に定めのない財産について

は、知事が別に定める期間）とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分

しようとするときは、あらかじめ、財産処分承認申請書（様式第９号）を知事に提出し、承認を受け

るものとする。 

 

（補助金の経理等） 

第１１条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、か

つ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する県の会計年度の終了後５年間保存しなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、前条第２項の期間内において処分の制限を受ける財産の管理の状況を明らかにする

ため、その財産に係る財産管理台帳（様式第１０号）を作成し、関係書類を整備保管しなければなら

ない。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は，平成３１年４月１日から施行し，平成３１年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助金

にも適用するものとする。 
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附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 
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別表（第３条関係） 

補助対象経費  以下に掲げる経費を補助対象経費とする。ただし、町職員に係る人件費及び

旅費については、補助対象経費としない。 

１ 実証車両等の購入経費又はリース料 

２ 実証車両等の維持管理・走行・輸送に要する経費 

３ 実証車両等の貸出に要する委託経費又は臨時的に雇用された者への報 

酬・賃金等 

４ 実証車両等を用いたイベントの開催経費及び安全対策経費（他のイベン

ト等と併せて開催する場合は、実証事業の経費とそれ以外の経費に明確に

区分すること。）。 

５ 実証車両等の運用に必要となる充電設備並びに発電設備及び蓄電池設備

の整備に要する経費（これらの設備の維持管理費用は補助対象経費としな

い。） 

６ 実証事業に係る広告宣伝費及び事業参加者等への案内経費 

７ 事業の企画・検討に要する経費（検討委員等に対する謝金・旅費等含

む。） 

８ その他本プロジェクトの推進のために要する経費で、知事が必要と認め 

た経費 

補助率 １／２ 

上限額 １０，０００，０００円（１市町・１会計年度につき） 

 


